
指標 

（厚労省提出指標）

Process

期間 各指標の計算式と分母・分子の項目名 分母・分子の解釈 

分子 分母のうち嚥下評価または嚥下訓練を実施した退院患者数 
分母のうち嚥下評価または嚥下訓練した退院患者数をカウントす

る。脳血管疾患に対して行ったものはカウントしない。 

分母 入院中に誤嚥性肺炎の診断のついた退院患者数 
治療の必要な誤嚥性肺炎をカウントする。既往症はカウントしな

い。 

収集

期間
１ヶ月毎  

調整

方法
評価・訓練は、ST に限らずに看護師でも可とする（算定の

評価に至らない場合もあるのでカルテ記載から収集か） 

誤嚥性肺炎に対する嚥下評価・訓練実施割合 

・誤嚥性肺炎を機に代替栄養になるケースが少なくないが、嚥下評価のうえ嚥下訓練を行うことで、経口摂取

を継続でき、誤嚥性肺炎を予防することは、ＱＯＬの維持と介護予防にもつながる。 

最小値 0   25％値 47.55   中央値 70.19   75％値 84.59   最大値 100  回答病院 70 

 実施率100％の施設が6施設（2018年は8施設）ある一方で、0が2施設（2018年はなし）ありました。80％～99％

は18施設で前年と変化ありませんが、年間の対象患者が100人以上で10％以上低下した施設が4施設、10％以上

上昇は2施設ありました。この指標は、誤嚥性肺炎と診断された患者への嚥下評価を測定していますが、誤嚥

性肺炎の発症有無にかかわらず、入院時のスクリーニングとして嚥下機能の評価がされることで、早期の対応

が可能となります。歯科衛生士を配置し、入院患者の口腔衛生状態をチェックしたり、ケア及びケア指導を行

っている施設もあります。口腔ケアの質があがることで、嚥下機能の低下を防いだり、誤嚥性肺炎の予防とい

った効果が期待されます。 

 退院時の、次のケア担当者への指導、申し送りの質は、再入院を減らすことにもつながります。施設の機能

によっては、嚥下機能評価済みの患者の繰り返し入院例が多い場合もあるかもしれません。30％未満の施設で

は、誤嚥性肺炎患者数のカウントが妥当かどうか、評価をケアプロセスに組み入れる方法を検討してみてはい

かがでしょうか。 

 2019年に厚労省共通指標で測定した喉頭ファイバースコピーあるいは嚥下造影検査の実施率の関係を見てみ

ると、嚥下訓練評価実施割合が80％以上の施設の検査実施率は5施設を除き10％未満と低い状況です。しか

し、検査実施率10％以上の21施設の嚥下評価訓練実施割合は23％から100％（報告なしが4施設）です。必要に

応じて客観的な評価を行い、嚥下の状態に応じた適切な訓練計画をたて行うことで、訓練の質を引き上げるこ

とが期待されます。 

22

・誤嚥性肺炎の有無の判断を医師がチェックするようにして精度を高めた。 

指標の意義 

指標の計算式、分母・分子の解釈 

考察 

改善・運用事例など 
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